
独立行政法人労働者健康福祉機構「評価の視点等（案）」（概要） 

 

１ 評価の視点等（案）の位置付け 

  第２期中期目標期間（平成２１年度から平成２５年度）の労働者健康福祉機構の業務実

績を評価するための指標となるもの。 

 

２ 主な改正内容 

○第２期中期目標・中期計画で定める事項ごとに評価項目１～１６を設定。（別紙） 

○評価項目ごとに、第２期中期目標・中期計画に対応した数値目標及び評価の視点の改正

を行い、 

・「独立行政法人の業務実績に関する評価の視点（平成 21 年 3 月 3０日政策評価・独

立行政法人評価委員会）」（以下「政・独委評価の視点」という。） 

・「平成 21 事業年度以降における業務の実績評価について（要請等）（平成 2２年 1

月 25 日独評発第 0125009 号）」（以下「委員長通知」という。） 

  も踏まえた所要の改正。 

 

３ 改正のポイント 

○数値目標 

・第２期中期目標・中期計画で定めた目標値に合わせた数値目標を設定。 

・「委員長通知」記の１によるアウトカム指標の設定。 

○評価の視点 

・第２期中期目標・中期計画で定めた業務の達成水準に対応した評価の視点の設定。 

・「政・独委評価の視点」に対応した評価の視点を、評価項目１３～１５に設定。 

・「委員長通知」別添一～三に対応した評価の視点を、評価項目１、１３、１６に設定。 

 

資料 ２－１ 



別紙

１ 業績評価の実施等

２ 労災疾病等に係る研究・開発

３ 高度・専門的医療の提供

勤労者医療の地域支援

産業保健助成金の支給

６ 行政機関等への貢献

７ 医療リハ・せき損センターの運営

８

１６ 人事・施設・設備に関する計画等

労災リハビリテーション作業所の運営

未払賃金の立替払

１２ 納骨堂の運営

１３ 業務運営の効率化

９ 産業保健者に対する研修・相談及び産業保健に関する情報の提供

１１

１０

評価項目

１４ 予算、収支計画及び資金計画

１５ 短期借入金等

４ 過労死予防等の推進

５


